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「帯広市図書館ホームページバナー広告掲載業務」仕様書 

 

 本仕様書は、「帯広市広告掲載要綱」、「帯広市広告掲載基準」、「帯広市図書館ホームページバナー広告掲

出要領」及び「帯広市図書館ホームページバナー広告掲出実施細目」に基づき、帯広市図書館ホームペー

ジへのバナー広告（以下「広告」という。）の掲載に関して必要な事項を定めたものである。 

 

 

◆帯広市図書館ホームページ二次元バーコード 

  （パソコンサイト、スマートフォンサイトがあります。） 

  ＵＲＬ ： https://www.lib-obihiro.jp 

 

１ 業務の概要 

（１）市から広告枠を委託された広告業者等（以下「取扱広告代理店」という。）は、広告の掲載を希望す

る事業者（以下「広告主」という。）を募集し、広告主の選定・契約、掲載広告データ作成・確認、市

との連絡調整のほか、取扱広告代理店としての一切の業務を行い、これらにかかる一切の費用を負担

し、広告料を市に納入する。 

（２）取扱広告代理店は、帯広市広告掲載要綱及び同基準、帯広市図書館ホームページバナー広告掲出要

領及び同実施細目を遵守し、掲載の優先順序に基づいた広告選定や、広告主から提出された広告内容

の点検・確認を行う。 

（３）広告主との間に生じた一切のトラブルについては、取扱広告代理店の責任において対応し処理する

ものとする。 

 

２ 広告掲出までの手順 

 別添「帯広市図書館ホームページバナー広告掲出に係る手順書」のとおり 

 

３ 広告の規格等 

（１）広告の大きさは１枠につき縦６０ピクセル、横１５０ピクセルとする。 

（２）データ形式はＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＰＮＧのいずれかとし、データ容量は４ＫＢ以内とする。 

（３）ＧＩＦアニメーションを用いた次に掲げる表示は使用不可とする。 

  ア コントラストの強い画面の反転表示が継続するもの 

  イ 画面の大部分の領域が切り替わるものがあって、切り替えの間隔が５秒以内のもの 

  ウ 画面が点滅するものであって、点滅間隔が４０／１００秒以内のもの 

 

４ 広告の掲載位置及び掲載枠数 

（１）広告を掲載する場所は、帯広市図書館ホームページのパソコンサイト及びスマートフォンサイトの

「トップページ」内の市が指定する位置とする。 

（２）広告の枠数は最大「１５枠」とする。 

（３）掲載できる広告枠数は１つの広告主について１枠までとする。 

 

５ 禁止する表現 

（１）「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン表示 

（２）アラートマークによる警告表示 

（３）ラジオボタンやプルボタンメニューによる選択肢の表示 

（４）テキストボックスによる文字入力の表示 

（５）バナー広告の掲載内容とリンク先の内容に関連性がないもの 

（６）掲載広告が「蔵書検索」「利用案内」など帯広市図書館の事業や掲載内容であるかのような混同する

おそれのある表現 
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（７）上記以外で、帯広市図書館のホームページの広告として適当でないと市長が認める表現 

６ 広告掲載の決定 

（１）広告掲載の順序 

   広告掲載を希望する広告主の数が広告募集の数を超えた場合は、次の各号に掲げる順序により掲載

する広告を決定する。なお、各号によっても順序が同じときは抽選により掲載する広告を決定する。 

  ア 市内に事業所を有する法人又は事業を営む個人のうち、事業内容が公共的性格を有する事業者の

広告 

  イ 市内に事業所を有する法人又は事業を営む個人のうち、ア以外の広告 

  ウ 前各号に掲げるもの以外の広告 

（２）広告の提出 

   取扱広告代理店は掲載広告データを図書館が指定するメールアドレスにメールで、掲載開始日の１

４日前（図書館が休館の場合は、その前日）までに市に提出するものとする。 

（３）広告の審査 

   市は提出を受けた広告の掲載内容を審査し、不適切な表現内容や「帯広市広告掲載基準」等に抵触

するおそれがある場合は、取扱広告代理店と協議の上、必要な掲載内容の修正や広告主の変更を求め

ることができる。 

（４）広告の再提出 

   広告の掲載内容について市から修正の指示を受けた場合は、取扱広告代理店は直ちに必要な修正を

施した上で市の再審査を受け、掲載開始日の３日前までに提出をするものとする。 

 

７ 業務委託期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

８ 広告料の納付 

  取扱広告代理店から市に納付する広告料は全額前払いとする。 

 

９ 広告料 

  月額１枠 ５００円（税抜）  

  （例：１５枠契約の場合  ５００円×１５枠×１２ヵ月×消費税＝９９，０００円） 

 

10 その他 

（１）広告の規格及び掲載位置は変更日の１４日前（休日の場合は、その前日）までに取扱広告代理店に

書面にて通知することで変更できるものとする。 

（２）業務の遂行にあたっては、市民を含む関係者との対応には誠意をもってあたることとする。 

（３）令和６年度における広告募集状況や各種例規等は下記を参照。 

◆帯広市ホームページ（広告事業：図書館） 

二次元バーコード 

 

 

 

 ＵＲＬ ： https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shisei/yosan/koukoku/1003578.html 


